
 

森フェス実行委員会規約 

（名称） 

第１条 この会は、「森フェス実行委員会」（以下「実行委員会」と称す。）という。 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、次代につなぐ森林づくりの機運を高めるために開催する「森フ

ェス」（以下、「大会」という。）の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 

 （１）大会の事業実施計画に関すること。 

 （２）上記計画に基づく事業の実施に関すること。 

 （３）その他 前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。 

 

（構成及び委員等の職務） 

第４条 実行委員会の委員は、別表１掲げる職にある者をもって構成する。 

 ２ 実行委員会に、委員長、副委員長２名及び監事２名以内を置く。 

 ３ 委員長には大分県農林水産部審議監(林政担当)、副委員長には大分県農林水産部

森との共生推進室長及び公益財団法人森林ネットおおいた理事長、監事には開催

地県振興局農山(漁)村振興部長をもって充てる。 

 ４ 委員長は、この実行委員会を代表し、会務を総括する。 

 ５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長があらかじめ 

指名する副委員長がその職務を代行する。 

 ６ 監事は、会計及びその他の事務を監査する。 

 

（会議） 

第５条 実行委員会は、必要に応じて、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

 ２ 実行委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。 

 （１）大会の事業実施計画に関すること。 

 （２）大会の予算及び決算に関すること。 

 （３）その他 大会に関する重要な事項 

 

（専決処分） 

第６条 委員長は、緊急その他の理由で会議を招集できない場合は、その議決するべき 

事項について、それを専決処分することができる。 

 ２ 委員長は、軽易な事項について、専決処分することができる。 



（班長会） 

第７条 事業実施計画に基づく事業運営を円滑に推進するため、実行委員会に班長会を

置く。 

 ２ 班長会は、別表２に掲げる職にある者をもって構成し、各班毎の業務の推進と業

務間の連携を行う。 

 

（事務局） 

第８条 実行委員会の事務局は、大分県農林水産部森との共生推進室内に置く。 

 ２ 事務局に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

（経費） 

第９条 実行委員会の事業に必要な経費は県負担金、協賛金、寄付金及び助成金並びに

その他収入をもって充てる。 

２ 毎年度の決算のときに有する残余財産は、大分県に帰属するものとする。 

 

（補則） 

第10条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 

 

 附則 

 この規約は、平成２０年３月４日から施行する。 

  一部改正  平成２３年７月４日（名称の変更） 

 一部改正  令和 ２年４月１日（事務局の変更） 

 一部改正  令和 ３年６月１日（別表、班長の変更） 

一部改正  令和 ４年４月１日（事務局の変更） 

一部改正  令和 ５年４月１４日（名称、委員の変更） 

一部改正  令和 ６年６月２８日（経費の変更） 


